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指定介護老人福祉施設サービス重要事項説明書 
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当施設はご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供しま

す。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい

ことを次のとおり説明いたします。 

   

 

 

 
 
 

社 会 福 祉 法 人 自 修 会 

 

 

 

 

 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 慶 星 閣 

 

 

当施設への入所は、原則として要介護認定により「要介護３」

から「要介護５」と認定された方が対象となります。 

 

当施設は介護保険事業所の指定を受けています。 
（事業所番号 第１４７３３００１１７号） 
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１． 施設経営法人 

（１）法人名    社会福祉法人自修会（以下「事業者」という。） 

（２）理事長    原田 成高 

（３）所在地    神奈川県横浜市緑区三保町２５９０番地 

（４）電話番号   ０４５（９３４）７１０１ 

 

２．施設の概要 

（１）施設の種類  指定介護老人福祉施設・平成１２年４月１日指定 

神奈川県指定 1473300117 号 

（２）施設の目的  指定介護老人福祉施設サービスの提供 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム慶星閣 

（４）所在地     神奈川県横浜市緑区三保町２５９０番地 

（５）電話番号      ０４５（９３４）７１０１ 

（６）施設長    原田 成高 

（７）運営方針    ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って施設サー

ビスを提供するよう努めます。 

地域社会や家族との結びつきを重視して、市区町村、居宅介護支援事業

者、福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努

めます。 

（８）開設年月   昭和６２年４月８日 

（９）建物の概要  昭和６２年３月３１日竣工 

鉄筋コンクリート造 地上２階・地下１階 

延べ床面積、２，７３８㎡ 

（１０）利用定員  介護老人福祉施設サービス 

１階一般棟  利用定員５０名 

２階認知症棟 利用定員３０名 

合計 ８０名 

短期入所生活介護サービス 

１階一般棟  利用定員 ２名 

２階認知症棟 利用定員 ２名 

合計  ４名 

（１１）併設事業  短期入所生活介護事業（利用定員４人 ２階２人、３階２人） 

 

３．居室及び付帯設備の概要 

（１）居室及び付帯設備は、次に通りです。 

   尚、特別な室料をご負担いただく居室はありません。 
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   ２階介護フロア 

    居 室：二人部屋２室（ベッド、枕元灯、衣装タンス）＊内、１室は短期入所用 

        四人部屋１２室（ベッド、枕元灯、衣装タンス） 

    静養室：看護職員室に併設してあります。居室で静養することが一時的に困難な時にご

使用できます。 

    浴 室：一般浴槽、特殊浴槽、機械浴槽、ストレッチャー、更衣場、洗面所、便所を備

えてあります。 

    洗面所：３か所設置 

    便 所：４か所設置 

    医務室：看護職員室に併設してあります。診療、医療処置、医療管理、医療相談のため

に使用します。医薬品及び医療器具を備えてあります。 

    食 堂：ご利用者の食事は、原則として食堂で召し上がっていただきます。テーブル、

イス、箸、スプーン、フォーク、食器類を備えてあります。 

    調理室：献立表に基づいて調理員が食材料を調理します。調理器具、ガスレンジ、ガス

オーブン、冷蔵冷凍庫、食器洗浄機、食器洗い機、食器保管庫等を備えてあり

ます。 

    機能訓練室：食堂に併設してあります。機能訓練指導員による指導のもとで、備えつけ

の機能訓練器具を使用して機能訓練を行います。 

    介護職員室：主に介護職員が介護記録業務等に使用します。 

    看護職員室：主に看護職員が看護記録業務等に使用します。 

    娯楽室：食堂に併設し、テレビ、ＣＤラジカセ、カラオケ機器等を備えてあります。 

    休憩室：テーブル、イス、図書、将棋等を備えてあります。 

 

   ３階介護フロア 

    居 室：一人部屋６室（ベッド、枕元灯） 

二人部屋９室（ベッド、枕元灯）＊内、１室は短期入所用 

        四人部屋２室（ベッド、枕元灯） 

        ※３階ご利用者の衣類は、３階衣類専用倉庫で管理いたします。 

    洗面所：３か所設置 

    便 所：５か所設置 

    食 堂：ご利用者のお食事は、原則として食堂で召し上がっていただきます。お食事は

２階調理室で調理されたものを専用の昇降機で搬入しご用意いたします。食堂

にはテーブル、イス、箸、スプーン、フォーク、食器類を備えてあります。 

（２）居室の利用に関する留意事項 

イ．ご利用される居室については、ご利用者の希望を踏まえ、施設において決定します。ご

利用者の心身状況や居室の空き状況により、ご希望に沿えない場合がありますのでご了承
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ください。 

ロ．ご利用者の心身状況等の変化により、居室を変更する場合がありますのでご了承くださ

い。居室を変更する際は、ご家族の同意を得て行います。 

ハ．施設は、災害や震災の時には、地域の要援護者を受入れます。例外的な措置として、ご

利用者の居室に振り分けて受入れる場合がありますのでご了承ください。 

（３）エレベーターの利用上の注意 

各階の行き来は、エレベーターをご利用ください。 

尚、３階エレベーター乗降口にはオートロックが施されていますので、ご利用の際は、お近

くの職員までお申し出ください。 

 

４．職員の配置状況 

職員の配置状況は、以下の通りです。 

令和６年 4 月 1 日現在 

職  種 配置人数 指定基準 

施設長（管理者） １名 １名 

事務長（管理者）  １名 必要数 

介護職員・看護職員 ２５名以上 ２５名 

内、看護職員 ３名以上  ３名 

生活相談員 １名 １名 

介護支援専門員（生活

相談員兼務） 

１名 １名 

医師（内科・精神科） 各１名 必要数 

機能訓練指導員 １名  1 名 

管理栄養士 １名 １名 

事務員 １名 必要数 

洗濯員 ３名 必要数 

リネン清掃員 １名 必要数 

宿直員 ３名 必要数 

調理員 １２名 必要数 

 

５．職員の勤務体制 

職員の勤務体制は、以下の通りです。 

職  種 勤 務 体 制 

 始業時刻 終業時刻 休憩時間 

介護職員 早番 

     日勤 

遅番 

     夜勤 

７：３０ 

９：３０ 

１０：００ 

１７：００ 

１６：３０ 

１８：３０ 

１９：００ 

１０：００ 

１２：００ 

１３：００ 

１３：００ 

００：００ 

 ２：００ 

１３：００ 

１４：００ 

１４：００ 

２：００ 

４：００ 

看護職員 早番 ８：３０ １７：３０ １２：００ １３：００ 
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     日勤 ９：３０ １８：３０ １３：００ １４：００ 

生活相談員 ９：００ １８：００ １３：００ １４：００ 

介護支援専門員 ９：００ １８：００ １３：００ １４：００ 

医師（内科） 

（毎週火曜日月４日） 

１３：３０ １５：３０   

医師（精神科） 

（隔週土曜日月２日） 

１５：００ １８：００   

機能訓練指導員 

（理学療法士月２日） 

１５：００ １８：００   

管理栄養士 ９：００ １８：００ １３：００ １４：００ 

事務員 ９：００ １８：００ １３：００ １４：００ 

洗濯員 

 

８：００ 

１３：００ 

１３：００ 

１８：００ 

  

リネン清掃員 ８：３０ １７：３０ １２：００ １３：００ 

宿直員 １８：００ ９：００ １８：００ 

２２：００ 

 ６：００ 

１９：００ 

 ６：００ 

 ７：００ 

調理員  早番 

     日勤 

     遅番 

５：３０ 

９：００ 

１５：００ 

１３：３０ 

１８：００ 

１９：３０ 

１３：３０ 

１３：３０ 

１４：３０ 

１４：３０ 

 

 

６．職員の職務 

職員の職務は、以下の通りです。 

１ 施設長（管理者） 

施設長は、施設全体の業務を統括し、職員を管理監督します。 

 ２ 事務長（管理者） 

    事務長は、施設長の命を受け、施設全般の業務を統制し、職員を管理します。 

３ 介護職員 

介護職員は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況

に応じて、適切な技術をもって介護を行います。 

４ 看護職員 

看護職員は、医師の指示のもと、利用者の健康管理、診療補助、療養援助及び医療処置を

行います。 

５ 生活相談員 

生活相談員は、利用者及び家族に対し、相談等適切に応じるとともに、必要な助言その他

の援助等を行います。 

６ 介護支援専門員 

介護支援専門員は、施設サービス計画書の作成、利用者に対する施設サービス計画の説明、

施設サービス計画書の変更及び利用者の要介護申請等を行います。 
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７ 医師（内科・精神科） 

医師は、利用者の診療、健康管理及び保健衛生指導を行います。 

８ 機能訓練指導員 

機能訓練指導員は、利用者の生活機能の維持又は改善のための機能訓練並びに介護職員に

対する指導を行います。 

９ 管理栄養士 

管理栄養士は、栄養ケア計画書の作成、献立の作成、食事の提供、栄養ケア計画書の変

更、調理員の指導及び厨房内衛生管理等給食業務全般のことについて行います。 

１０ 事務員 

    事務員は、経理、庶務及び事務所受付等を行います。 

１１ 洗濯員 

    洗濯員は、利用者の衣類の洗濯、乾燥、衣類たたみを行います。 

１２ リネン清掃員 

    リネン清掃員は、リネン交換及び居室の清掃を行う。 

１３ 宿直員 

宿直員は、定期的な巡視、緊急の文書又は電話の収受、緊急時に備えた待機及び緊急時

対応等を行います。 

１４ 調理員 

調理員は、管理栄養士の指示のもと、献立に基づき食材を調理し、食事の提供は指定時

刻に適時適温な状態で行います。 

 

７．重要事項説明書・契約書・施設サービス計画書の交付 

契約締結からサービス提供までの手続の概要は、次の通りです。 

（１）生活相談員より施設サービスの利用に関する重要事項についてご説明し、ご異存がないこ

とを確認の上、施設サービス重要事項説明書にご署名及びご捺印いただき、当該重要事項説

明書を交付いたします。 

（２）生活相談員より施設サービスの利用契約についてご説明し、ご異存がないことを確認の上、

施設サービス利用契約書にご署名及びご捺印いただき、当該利用契約書を交付いたします。

尚、立会人を選任された場合は、立会人も同席いただき、ご署名及びご捺印いただきます。 

（３）生活相談員より個人情報利用目的に関してご説明し、ご異存がないことを確認の上、個人

情報使用同意書にご署名及びご捺印いただきます。 

（４）契約締結後、生活相談員よりご利用者の要介護状況、身体状態、健康状態、生活状況等並

びにご利用者の抱える課題やご利用者・ご家族の希望等についてお尋ねいたします。 

（５）上述（４）の内容を踏まえ、介護支援専門員が他職種と検討の上、サービス目標及びサー

ビス内容等サービス計画を立案し、施設サービス計画書を作成いたします。 

（６）介護支援専門員より施設のサービス計画についてご説明し、ご異存がないことを確認の上、

施設サービス計画書にご署名及びご捺印いただき、当該サービス計画書を交付いたします。 
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８．サービスの概要 

（１）サービス計画の立案 

  介護支援専門員が他の職種と連携して、ご入所者個々に応じた施設サービス計画書を作成します。

施設はこの施設サービス計画書に基づいてサービスを提供します。 

（２）介護 

イ．介護職員が、ご利用者の心身状況に応じて適切な介護を行います。 

ロ．ご利用者の入浴または清拭を 1週間に２回以上行います。尚、その際は、ご利用者のプライ

バシーに十分な配慮を施したうえで、ご利用者の心身状況に応じた入浴または清拭介助を行い

ます。 

ハ．排泄の介助は、ご利用者のプライバシーに十分な配慮を施したうえで、ご利用者の心身状況

に応じた排泄介助を行います。 

ニ．食事の介助は、ご利用者の嚥下状態を事前に把握して、十分な誤嚥対策を講じたうえで、ご

利用者の心身状況に応じた食事介助を行います。 

ホ．おむつの介助は、おむつの取り換えを適宜行います。 

へ．その他の介助として、離床、整容、着替え、移動その他日常生活上必要な介助を行います。 

（３）食事 

イ．事前に作成する献立に基づき、ご利用者の栄養状態、嚥下状態、身体状況並びに嗜好に考慮

して食事を提供します。 

ロ．食事は、ご利用者の自立を促すために、原則として食堂でお召し上がりいただきます。 

（食事時間帯）朝食 7：30～8：30 昼食 11：45～12：45 おやつ 15:30～16：00 夕食 18：00

～19：00 

ハ．ご利用者の栄養状態の維持または改善のために、管理栄養士が介護支援専門員及び他職種と

連携して栄養ケア計画を立案し、栄養ケア計画書を作成します。 

ニ．管理栄養士より栄養ケア計画についてはご説明し、ご異存がないことを確認の上、栄養ケア

計画書にご署名及びご捺印いただき、当該栄養ケア計画書を交付いたします。 

（４）機能訓練 

ご利用者が日常生活を送るうえで必要な身体機能を維持または回復するために、機能訓練指導

員がご利用者の身体状況に応じた機能訓練を行います。 

（５）健康管理 

ご利用者の健康管理は、看護師が嘱託医師（内科・精神科）と連携して行います。病や怪我の

ときは必要な医療を提供します。 

（６）相談援助 

ご利用者の生活上の相談事やご家族の相談には、生活相談員が対応して必要な援助を行います。 

（７）社会生活上の便宜の供与 

イ．ご入所者の余暇活動への支援のために、レクリエーション、喫茶、行事、外出等を行います。

娯楽室等には教養娯楽品を備えてあります。 
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ロ．施設サービスをご利用する上で必要な行政手続等については、ご利用者側で行うことが困難

な場合は、施設の介護支援専門員または生活相談員が代行可能です。 

 

９．営業日・営業時間 

（１）営業日  通年３６５日 

（２）営業時間 終日２４時間 

事務所の受付は午前９時から午後６時まで 

（３）面会時間 午前１０時から午前１１時、午後２時３０分～午後４時３０分 

        ※面会時間を守ってご面会ください。 

※面会手続については、「３４．施設利用時の留意事項（３）面会時の注意事項」

（１８ページ～）をご参照ください。 

 

１０．施設サービス利用料金 

（１）介護保険給付の対象となる施設サービス利用料金については、付表１をご参照ください。 

  イ．介護保険サービスの利用に係る利用者負担割合は、１割、２割又は３割となります。 

  ロ．利用者負担割合は、交付された「介護保険負担割合証」に記載されますのでご提示くだ

さい。 

（２）ご利用者に全額自己負担いただくサービスの内容及び利用料金については、付表２をご参

照ください。当サービスは施設の独自のサービスとして、ご利用者の希望により選択に基

づいて提供します。 

 

１１．食費 

イ．食費に係る利用者負担額は次の通りです。尚、負担限度額認定（第１段階～第３段階）

を受けているご利用者については、「介護保険負担限度額認定証」（以下「負担限度額認定

証」という。）に記載された負担限度額が適用されます。 

 

負担段階 食費（日額） 

第 1 段階 300 円 

第 2 段階 390 円 

第 3 段階① 650 円 

第 3 段階② 1,360 円 

第 4 段階 1,620 円 

ロ．外泊または入院（以下「外泊等」という。）された日については、初日と帰所日を除く

期間について食費が控除されます。 

ハ．当日の献立表は、２階食堂前に掲示します。尚、食材料の仕入れ状況により、メニュ

ーを変更する場合がありますのでご了承ください。 

ニ．食費には、食材料費、調理費及び厨房設備維持費相当額が含まれています。 
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１２．居住費 

イ．居室の利用に係る利用者負担額は次の通りです。尚、負担限度額認定（第１段階～第

３段階）を受けているご利用者については、負担限度額認定証に記載された負担限度額が

適用されます。 

 

負担段階 多床室（日額） 個室（日額） 

第 1 段階 0 円 380 円 

第 2 段階 430 円 480 円 

第 3 段階① 430 円 880 円 

第 3 段階② 430 円 820 円 

第 4 段階 1,190 円 1,231 円 

 

 

ロ．外泊等された日についても、居住費をご負担いただきます。 

尚、外泊等による空きベッドが、短期入所生活介護サービスに利用された場合は、そ

の利用された日については居住費が控除されます。 

  ハ．外泊または入院が初日から起算して８日以上に及ぶ場合は、８日目以降の居住費の料

金は、全ての負担段階（第１段階～第４段階）において、前号イに記載した第４段階の

金額を適用させていただきます。 

ニ．多床室並びに個室の利用料金には、光熱水費相当額並びに室料が含まれます。 

  

１３．外泊または入院時に負担いただく費用 

ご利用者が外泊等されたときにご負担いただく費用（単位）は、次の通りです。 

  イ．外泊等初日と帰所日を除く外泊等期間については、外泊時費用として一日につき 246 単位と

居住費をご負担いただきます。 

ロ．外泊時費用 246 単位が適用される日数は、最大で６日（月をまたいで外泊または入院された

場合は最大で１２日）です。 

ハ．外泊等が８日以上に及ぶ場合は、外泊等８日目（月をまたいで外泊または入院された場合は

１４日目）以降、帰所日前日までの外泊等期間については、居住費のみをご負担いただきます。 

 

１４．社会福祉法人による利用者負担額軽減制度 

（１）施設は、国が定める「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」に則り、利用者負担軽減

確認証に記載された減額率に基づいて利用者負担額の軽減を行います。 

（２）利用者負担軽減制度の申請手続については、ご利用者住所地の役所窓口へお問い合わせく

ださい。 

（３）申請後認定された方には、「社会福祉法人による利用者負担軽減確認証」が交付されます

のでご提示ください。 
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１５．施設サービス利用料金の変更 

（１）施設は、国が定める介護報酬体系等が改定された場合は、介護保険法の定めに則り介護保

険給付の対象となる施設サービス利用料金を変更します。 

（２）尚、経済及び社会情勢の変化その他やむを得ない事由が生じたときは、ご利用者の全額負

担となるサービスに係る利用料金を変更する場合がございます。 

 

１６．施設サービス利用料金のお支払い 

（１）施設サービス利用料金は１か月（１日から末日まで）ごとに計算し、請求書は毎月１０日まで

にご送付いたします。 

（２）施設サービス利用料金のお支払い方法は、代金回収サービス（SMBC ファイナンスサービス株

式会社）をご利用いただき、ご利用者名義の預金口座より自動引き落しさせていただきます。 

※但し、入所月（最初の月）の施設サービス利用料金につきましては、入所月の翌月 26 日（土

日祝の場合は翌日）までに下記の施設名義銀行口座へお振込みください。 

なお、銀行振込手数料はご利用者負担といたします。 

 
銀行名 三菱 UFJ 銀行 
支店名 中山支店（店番 702） 
口座番号 普通 1031078 
口座名義 社会福祉法人自修会 慶星閣 

 

（３）施設サービス利用料金の口座自動引落日は、毎月２６日（土日祝の場合は翌日）となります。 

（４）退所時のお支払いは、事務処理の都合により現金支払いとなりますので、予めご了承ください。 

（５）領収書は、口座自動引落日以降、毎月１０日までに送付いたします。 

※領収書は再発行致し兼ねますので、お手元にて大切に保管ください。 

（６）ご利用者名義の預金口座に残高不足が生じ、自動引き落しができなかった場合には、施設が指

定する期日までに、上記（２）の施設名義銀行口座へお振込みください。なお、銀行振込手数料

はご利用者負担といたします。 

 

１７．年間行事予定 

（１）年間行事予定は、次の通りです。 

ご利用者の希望により参加いただけます。 

 

開催月 行 事 名 内   容 

１月 新年祝賀会 
新年を祝う会を開催して、正月三が日はおせち

料理をご提供します 

２月 節分 豆まきを行います 
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３月 ひな祭り お雛様を飾りつけて、軽食をご提供します 

４月 観桜 
近隣の桜の名所巡りまたは施設の桜を囲んで

花見をします 

５月 端午の節句 鯉幟を立てて、菖蒲湯をご提供します 

６月 菖蒲見学 
ご希望者を四季の森公園にお連れして、生息す

る菖蒲を見学します 

７月 
七夕 

盆踊り大会 

笹飾りを行います 

特設会場を設置して、盆踊り大会を開催します 

９月 敬老祝賀会 
長寿を祝う会を開催して、お祝い膳をご提供し

ます。 

１０月 動物園見学 
ご希望者を横浜動物園ズーラシアにお連れし

ます。 

１２月 年末お楽しみ会 
クリスマス会を開催して、クリスマス料理をご

提供します。 

（２）毎月定例行事として、ご利用者のお誕生日会と喫茶を開催します。喫茶は、ご利用者の希

望と選択により軽食をご提供いたします。 

 

１８．医療の提供等 

（１）ご利用者の健康管理並びに医療措置は、嘱託医師及び看護師が行います。 

（２）嘱託医師の回診は、内科医師が週１回、精神科医師が月２回行います。 

（３）ご利用者の健康診断は、医療機関と連携して毎年一回実施いたします。 

（４）ご利用者の医療機関受診先として、下記に掲げる協力病院をご利用いただけます。 

（但し、優先的な診療及び入院を保証するものではありません） 

イ．上白根病院（総合病院）           

〒241-0002  横浜市旭区上白根２－６５－１ 

℡０４５（９５１）３２２１ 

ロ．竹山病院                       

〒226-0005 横浜市緑区竹山３－１－９ 

℡０４５（９３２）１６６８ 

ハ．横浜新緑総合病院（総合病院）                 

〒226-0025  横浜市緑区十日市場町１７２６－７ 

℡０４５（９８４）２４００ 

ニ．岩本歯科医院                     

〒226-0013 横浜市緑区寺山町９７ 

℡０４５（９３１）１１７２ 

（５）協力病院が満床等の事由により受入れ困難な場合は、下記に掲げる医療機関並びにその他

近隣の医療機関をご利用いただけます。（但し、優先的な診療及び入院を保証するものでは
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ありません） 

  イ．長津田厚生総合病院（総合病院）          

〒226-0027  横浜市緑区長津田４－２３－１  

℡０４５（９８１）１２０１ 

ロ．牧野記念病院                   

〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居２－２１－１１ 

℡０４５（９３３）４１１１ 

ハ．鴨居病院                        

〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居５－２７－１０ 

℡０４５（９３３）１９１１ 

ニ．横浜旭中央総合病院（総合病院）             

〒241-0801 横浜市旭区若葉台４－２０－１ 

℡０４５（９２１）６１１１ 

  ホ．三保町内科クリニック 

〒226-0015 横浜市緑区三保町１８０３－１ 

℡０４５（９３６）００３４ 

（６）ご利用者が前述（４）及び（５）の協力病院等へ受診される場合は、施設において受診

予約、受診手続、付添介助、診察料及び処方箋医薬品料支払代行、受薬及び往復の移送を

行います。 

（７）前述（４）及び（５）の医療機関以外の医療機関への受診を希望される場合は、ご家族

においてご対応ください。 

（８）ご利用者が協力病院他医療機関に入院される際は、ご家族において入院手続並びに退院

時の医療費のお支払が必要になります。 

（９）夜間帯においてご利用者の突発的な病の発症等緊急を要する場合は、１１９番通報救急

搬送を行います。尚、緊急受診後入院に至らない場合は、民間移送機関に依頼して帰所し

ますので、ご利用者の移送費（実費）については、ご利用者負担となります。 

また、ご利用者が救急搬送後入院された場合は、付添職員の帰所に要する交通費（実費）

も、ご利用者負担となります。 

お支払いは、現預金管理サービスをご利用ください。 

（１０）ご利用者が（３）及び（４）の医療機関を退院される際は、施設において付添介助及び

移送を行います。 

（１１）ご利用者が（３）及び（４）の医療機関以外の医療機関を退院する際は、付添及び移送

等ご家族においてご対応ください。 

（１２）ご利用者が医療機関へ入院後、ご家族の希望により転院される場合は、付添及び移送等

ご家族においてご対応ください。 

（１３）施設は、インフルエンザ集団感染の予防のために、特別な事由がない限り、ご利用者に

予防接種を行います。（予防接種が起因する事故については、施設はその責めを負いませ
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んのでご了承ください。） 

予防接種の費用は、ご利用者負担となります。お支払いは、現預金管理サービスをご利

用ください。 

（１４）訪問歯科医師及び歯科衛生士の訪問が週２回あります。ご利用者の希望により訪問歯科

診療及び口腔ケアをご利用いただけます。尚、その際は、下記訪問歯科発行の訪問歯科診

療及び口腔ケア利用同意書へご署名及びご捺印が必要です。 

    クローバー歯科 

    〒216-0006 川崎市宮前区宮前平２－１６－３３ 

    ℡０４４（８７２）９１３１ 

 

１９．入院時の留意事項 

（１）ご利用者の心身状態の急変等により緊急受診が必要な場合は、１１９番通報・救急搬送を要

請します。ご家族には、受入先救急病院が決定しだいご連絡差し上げますので、速やかに受入先

救急病院へお向かい下さい。到着後、救急病院の医師よりご利用者の心身状態や医療処置等に関

する説明があります。合わせて、施設の付添い看護師（夜間帯は介護職員）より状況報告いたし

ます。尚、その後の付添いについてご家族にお願いする場合がありますのでご了承ください。 

（２）緊急受診の有無にかかわらず入院が決定したときは、上記（１）と同様に、速やかに受入先医

療機関へお向かいください。 

（３）医療機関受診後、ベッド満床等の理由により、他の医療機関へ移送が必要な場合は、ご利用者

の心身状態に応じて民間救急車等の手配が必要になります。移送に要する費用並びに付添い職員

の施設への帰所に要する交通費（実費）については、ご利用者負担となります。 

 

２０．長期入院後の再入所 

（１）ご利用者が入院後３ケ月以内に退院された場合は、再び施設に入所することができます。 

（２）予定された退院日より早く退院した場合など、退院時に施設の受入れ準備が整わない場合には、

短期入所生活介護サービス用の居室等をご利用いただく場合があります。 

  

２１．施設を退所していただく場合 

（１）次の事項に該当した場合は、この施設との契約は終了し、ご利用者にご退所いただくことにな

ります。 

イ．①要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援１・２と認定された場合 

②要介護度１または２と認定され、且つ、次に掲げる特定入所の要件のいずれにも該当しな

い場合（但し、平成２７年３月３１日までに入所された利用者は除く） 

【特定入所の要件】 

   一 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状及び行動並びに意思疎通の困

難さが頻繁に見られる者。 

   二 知的障害又は精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状及び行動並びに意思疎
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通の困難さが頻繁に見られる者。 

   三 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全及び安心の確保が困難な状

態の者。 

四 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、

且つ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であると認められる者。 

五 第一号から第四号以外の理由により、在宅で生活することが著しく困難であることが

認められる者。 

ロ．事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由によりこの施設を閉鎖し

た場合 

ハ．施設の滅失や重大な毀損または建替等により、ご利用者に対するサービスの提供が不可

能になった場合 

ニ．この施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

ホ．下記（２）に基づいて、ご利用者が途中解約した場合 

ト．下記（３）に基づいて、事業者が契約を解除した場合 

チ．契約期間の満了に際し、ご利用者が契約更新を行わなかった場合 

（２）ご利用者による途中解約 

ご利用者は契約の有効期間であっても、退所を希望する日の１４日前までに所定の届出書

を提出することにより、施設サービス利用契約を中途解約することができます。 

また、次の場合は、退所を希望する日の７日前までに所定の届出書を提出することにより、

施設サービス利用契約を中途解約することができます。 

イ．介護保険基準外サービス利用料金の変更に同意できない場合 

ロ．ご利用者が入院された場合 

ハ．事業者もしくは施設が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施

しない場合 

（３）事業者による契約解除 

事業者は契約の有効期間であっても、次の事項に該当した場合には、施設サービス利用契

約を解除することがあります。この場合、事業者は、退所指定期日の１４日前までにご利用

者に対して契約解除を通知いたします。 

イ．ご利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行い、その結果施設サービス利用契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

ロ．施設サービス利用料金のお支払いが２ケ月以上遅延し、引き続き２か月にわたる催

告にもかかわらず、これが支払われなかった場合 

ニ．ご利用者が、故意また重大な過失により事業者または施設職員もしくは他のご利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどに

よって、施設サービス利用契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

ホ．ご利用者が連続３ケ月を超える入院が見込まれる場合 
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※原則として入院１４日目以降における入院先医師の見解を判断基準に置きます。 

へ．ご利用者の心身状態が施設における医療的管理の限界を超える場合 

ト．ご利用者が外泊期間を過ぎても施設に戻らないなど、正当な理由なく施設サービスの提

供を拒んだ場合 

チ．その他、ご利用者に重大な契約違反が認められた場合 

 

２２．退所時の援助 

ご利用者が施設を退所される場合は、ご利用者の希望により、施設はご利用者の心身の状況、

退所後の環境等を勘案して次の援助を行います。 

（１）病院、診療所、介護老人保健施設等の紹介 

（２）居宅介護支援事業者の紹介 

（３）その他保健医療サービス、福祉サービスの紹介 

 

２３．身元引受人等の選任 

（１）施設サービス利用契約の連帯保証人として、ご家族の中から身元引受人１名を選任いただ

きます。（身元引受人は利用者と連帯して施設サービス利用契約上の責任を負う方です。） 

（２）主連絡先として、ご家族の中から２名を選任いただきます。（緊急連絡の際に、必ず連絡

が取れる方を選任ください） 

（３）退所時の残置物引取人として、ご家族の中から１名を選任いただきます。（退所時にご利

用者の残置物について責任をもってお引取りいただく方です。） 

 

２４．契約時の立会人 

ご利用者は、施設サービス利用契約の締結に際し、民生委員等の第三者を立会人に委嘱する

ことができます。立会人には、ご利用者とともに施設サービス利用契約の内容等をご確認いた

だきます。（立会人は、施設サービス利用契約上の法的な義務等を負うものではありません。） 

 

２５．不退去の場合の室料 

施設サービス契約の終了後、ご利用者が居室を退去しない場合、若しくは残置物引取人が１

週間を過ぎてもご利用者の残置物を引き取らない場合は、室料相当額として一日につき１２，

０００円を申し受けます。 

  

２６．支払遅延利息 

施設サービス利用料金のお支払いが遅延した場合の金利は、支払期日の翌日から支払当日ま

での日数に応じて、商事法定利率年利３％により計算します。 

 

２７．証明書類の作成 

ご利用者またはご家族の依頼により、施設サービスを利用するために必要な証明書類（官公
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庁提出義務書類）を作成します。 

 

２８．市区町村役所等との連携 

（１）市区町村役所との連携 

施設は、利用者受給資格の確認、施設サービス計画の作成、利用者情報の通知、介護事故

処理及び苦情処理等について、利用者の住所を管轄する市区町村役所の担当課と連携して所

定の手続を行います。 

この施設を管轄する地方自治体の窓口は、次の通りです。 

イ．横浜市健康福祉局高齢施設課          

〒231-0005 横浜市中区本町６－５０－１０  

℡０４５（６７１）３９２３ 

ロ．横浜市緑区福祉保健センター高齢障害支援課  

〒226-0013 横浜市緑区寺山町１１８   

℡０４５（９３０）２３１１ 

（２）福祉サービスとの連携 

この施設は、在宅介護支援センター、指定居宅サービス事業者、近隣の介護老人福祉施設と連

携して、施設サービスの円滑な提供及び充実に努めるとともに、災害、震災または事故等により

施設サービスの提供が困難な時は、次の提携先に支援及び協力を求めます。 

イ． 地域包括支援センター 

① 横浜市長津田地域ケアプラザ    ０４５（９８１）７７５５ 

   〒226-0027 横浜市緑区長津田２－１１－２ 

② 横浜市十日市場地域ケアプラザ  ０４５（９８５）６３２１ 

   〒226-0025 横浜市緑区十日市場町８２５－１ 

③ 横浜市霧が丘地域ケアプラザ  ０４５（９２０）０６６６ 

   〒226-0016 横浜市緑区霧が丘３－２３ 

④ 横浜市中山地域ケアプラザ      ０４５（９３５）５６９４ 

   〒226-0011 横浜市緑区中山町４１３－４ 

⑤ 横浜市東本郷地域ケアプラザ  ０４５（４７１）０６６１ 

   〒226-0002 横浜市緑区東本郷５－５－６ 

⑥ 横浜市鴨居地域ケアプラザ   ０４５（９３０）１１２２ 

     〒226-0003 横浜市緑区鴨居５－２９－８ 

⑦ ふじ寿か園          ０４５（９３１）１１８７ 

     〒226-0024 横浜市緑区西八朔町７７３－２ 

ロ．指定居宅サービス事業者 

①牧野記念病院訪問看護ステーション     

〒226-0003 横浜市緑区鴨居３－８－１６－２０４ 

℡０４５（９２９）０３３８ 
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②新緑病院訪問看護センター             

〒226-0025 横浜市緑区十日市場町１７２６－７ 

℡０４５（９８４）８８００ 

③竹山訪問看護ステーション       

〒226-0003 横浜市緑区竹山３－１－１３ 

℡０４５（９３２）１６１８ 

ニ．介護老人福祉施設 

①特別養護老人ホーム シャローム横浜   

〒226-0024 横浜市旭区上川井町１９８８   

    ℡０４５（９２２）７３３３ 

②特別養護老人ホーム ふじ寿か園       

〒226-0024 横浜市緑区西八朔町７７３－２   

℡０４５（９３１）７１４１ 

③特別養護老人ホーム 緑の郷       

〒225-0025 横浜市青葉区鉄町２０７５－３ 

    ℡０４５（９０３）８５００ 

 

２９．介護事故への対応 

介護事故が発生した時は、ご利用者の生命と安全を確保するために次の対応を行います。 

（１）介護事故発生直後の対応 

介護事故が発生した時は、看護師と介護職員が連携して緊急処置、医療処置を施します。 

（２）医療機関へ受診 

上記（１）の医療処置の限界を超える場合は、医療機関へ受診します。尚、緊急時は１１９番

通報・救急搬送を要請します。 

（３）ご家族への説明 

医療機関へ受診を要する場合には、速やかにご家族へ連絡を差し上げ、ご利用者の心身状態、

事故発生状況、医療処置状況等についてご説明いたします。 

尚、第一報の時点で未確認事項につきましては、判明しだい速やかにご報告いたします。 

（４）損害補償 

介護事故による損害補償は、施設が加入する損害賠償保険が過失度合いに応じて適用されます。 

（５）所轄行政機関への介護事故報告 

施設は、介護事故（受診を要した介護事故）について、管轄行政機関の横浜市健康福祉局高齢

者施設課へ報告する義務があります。 

（６）介護事故対策 

施設は、介護事故の防止のための指針を定めて、介護事故の原因究明と再発防止に努めま

す。 
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３０．苦情対応 

（１）ご利用者並びにご家族からの苦情に関しては、口頭または書面等により、事務所の苦情受

付窓口担当者が承ります。尚、不在の時は他の事務職員が承ります。 

また、事務所受付カウンター脇に設置した「第三者委員宛苦情受付箱」により、第三者委

員宛に苦情を受付けます。 

（２）苦情解決体制については、付表３をご参照ください。 

（３）苦情解決方法等は、「苦情解決に関する規程」に基づいて行います。 

（４） 施設は、ご利用者の苦情申立てを理由にして、ご利用者に対して不利益な対応と取ることは一

切ありません。 

 

３１．守秘義務 

施設職員は、「就業規則第２４条（秘密保持）」に則り、業務上知り得たご利用者の秘密を正当な

理由なく第三者に漏洩しません。 

 

３２．身体拘束 

施設は、ご利用者に対して身体拘束を行いません。但し、緊急やむを得ない場合には、「身体拘束

に関する規程」に則り、例外的に身体拘束を行う場合があります。この場合は、身体拘束の内容等

についてご家族へご説明して同意を得る手続きが必要となります。 

 

３３．個人情報の取扱い 

施設は、ご利用者の権利と利益を保護するために、「個人情報取扱規程」に則り、ご利用者の個人

情報の保護並びに個人情報の適正な取扱いに努めます。 

 

３４．施設利用時の留意事項 

  ご利用者が施設をご利用される際は、次の事項にご留意ください。 

（１）施設に持ち込めないもの 

イ．貴重品 

ロ．タバコ、マッチ・ライター等点火製品（火気持込厳禁） 

ハ．家電製品、収納庫 

ニ．ペット（動物、魚類、昆虫類） 

ホ．飲食物等食料品 

へ．公序良俗に反する物 

ト．その他施設が持ち込み不可であると判断した物。 

（２）ご用意いただくもの 

イ．「３５．生活用品等（２）ご利用者にご用意いただく日用生活用品」を参照ください。 

・季節の変り目に衣類の入れ替えを行います。 

・持ち込まれる衣類は、衣類収納スペースに収まる範囲でご用意ください。 
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・ご利用者の衣類は、１階洗濯室にて洗濯、乾燥、たたみ、繕い等を行います。 

・ドライクリーニングを希望される場合は、外部業者に委託いたします。尚、その費用はご利

用者負担となります。 

・ご用意いただく衣類には、必ず名入れ（ご利用者の氏名）をお願いします。 

ロ． 被保険者証等 

・介護保険被保険者証 

・後期高齢者被医療保険者証（または、健康保険被保険者証） 

・介護保険負担限度額認定証（交付されている場合） 

・社会福祉法人による利用者負担軽減確認証（交付されている場合） 

・生活保護法介護券（交付されている場合） 

・介護保険負担割合証（平成２７年８月より交付） 

・受診カード（前述「１８．医療の提供等」の医療機関が発行した受診カード） 

ハ． 小口現金 

医療機関診察費、処方箋医薬品費、喫茶、理容、新聞代等の支払並びに嗜好品等の購入

の際は小口現金が必要です。 

    現預金管理サービスをご利用ください。 

ニ． 処方箋及び処方箋医薬品 

現在服用中の処方箋医薬品及び処方箋をご用意ください。 

ホ． 医療機関発行の診療情報及び診療記録 

ヘ． 直近の健康診断書（過去実施分） 

ト． アレルギー検査診断書（過去実施分） 

 

（３）面会時の注意事項 

イ．面会時間は、午前 10 時から午前 11 時、午後 2 時 30 分から午後 4 時 30 分となります。

諸事情により時間外の面会を希望される場合は、事前に電話連絡いただき、施設の許可を

得てください。 

ロ．面会時は、事務所カウンター備え付けの面会票に所定事項を記入いただき、面会票受付

箱へ投函下さい。 

ハ．事務所カウンター備え付けのマスクを着用し、面会証を携行しください。また、面会前

には、手洗い場で手洗い、消毒をお願いします。 

ニ．利用者への手土産として、飲食物等食料品の差し入れはお控え下さい。 

ホ．施設職員に対する手土産等の心遣いはご遠慮申し上げます。 

チ．面会申込者が、泥酔、不穏な精神状態、迷惑または危害を与える恐れがあると認められ

る場合は、入室をお断り申し上げます。 

リ．面会申込者が、風邪またはインフルエンザ等感染症若しくは食中毒の症状を有している

場合は、入室をお断り申し上げます。 

 



特別養護老人ホーム慶星閣 

 
22 

重要事項説明書              

（４）外泊 

イ．外泊を希望される場合は、前日午後５時までにお申し出ください。 

ロ．外出または外泊時は、外出・外泊申出票をご提出ください。 

ハ．外出または外泊により、ご利用者のお食事が不要な場合は、前日午後５時までにお申し

出ください。 

ニ．外泊については、１か月につき連続７泊以内、月をまたがる場合には連続して１２泊以

内とします。 

（５）施設設備の使用上の注意事項 

イ．施設は、安全衛生管理上、必要があると認められる場合は、ご利用者の居室に立ち入り、

必要な措置を講じますのでご了承ください。 

ロ．ご利用者が、施設の設備等に対して故意に損害を与えたときは、損害賠償を請求させて

いただきます。 

（６）日常生活上の注意事項 

イ．施設敷地内では、宗教活動、政治活動及び営利活動を禁じます。 

ロ．施設建物内は禁煙です。火気の使用を禁じます。 

ハ．施設建物内では、携帯電話の使用を制限しますのでご協力ください。 

（７）新聞等定期購読 

新聞等定期購読は、ご利用者の個人契約に基づく配達となります。代金は利用者負担とな

りますのでご留意ください。 

（８）その他の留意事項 

   別紙書面参照 

 

３５．日常生活用品等 

（１）施設が用意する日常生活用品は次の通りです。 

  イ．簡易式車椅子 （注１） 

  ロ．エアマット 

  ハ．ハンドタオル （注２） 

  ニ．バスタオル  （注２） 

  ホ．おしぼり 

  へ．石鹸 

  ト．シャンプー 

  チ．おむつ類 

注１）個人の車椅子を持ち込まれる場合は、ご家族において保守・修理等を行ってください。 

注２）ハンドタオル及びバスタオルは、入浴用としてご用意するものです。 
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（２）ご利用者に用意いただく日常生活用品 

 品     名 数  量 

イ．衣類 

普段着（着脱容易な服※つなぎ不可） 必要数 

寝間着（パジャマ） 必要数 

下着 必要数 

靴下 必要数 

上履き 1 足 

外出用履物 １足 

ロ．タオル 上記（１）の注２）以外で使用するタオル 必要数 

ハ．化粧用品 
化粧品、アフターシェーブローション 

シェービングフォーム 
適宜 

ニ．衛生用品 

くし、ブラシ 適宜 

ティッシュ 適宜 

爪切り １個 

耳掻き 1 個 

綿棒 １箱 

鼻毛カッター（回転式） １個 

電気カミソリ（手動カミソリ不可） 適宜 

歯ブラシ 適宜 

口臭予防剤 適宜 

入れ歯洗浄用容器 １個 

入れ歯洗浄剤 適宜 

入れ歯固定剤 適宜 

ホ．収納用品 化粧品、衛生用品の収納ポーチ １個 

 

３６．非常災害対策 

（１）施設は、火災、震災等の非常災害に備え、次の消防・防災用設備等を設置しています。 

イ．自動火災報知機、防排煙設備、誘導灯、非常電源自家発電機、非常電源蓄電池設備、屋内消

火栓設備、消火器、非常通報装置、スプリンクラー及び火災通報装置等 

これらの消防・防災設備を毎年度定期的に点検して、適正に整備しています。 

ロ．非常用飲料水、非常用食料、非常用簡易トイレ、ランタン、懐中電灯、電池等 

これらの物資を必要量備蓄して、毎年度定期的に整備しています。 

（２）施設は、「消防計画」に基づき、火災等非常災害を想定した消火訓練、避難誘導訓練、通報訓

練及び夜間想定避難訓練を、毎年度定期的に行います。 
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（３）施設は、横浜市緑区三保町に所在する武蔵中山台自治会との間で締結した「消防応援協力協定」

に基づき、協力体制を築いています。 

（４）施設は、横浜市緑区との間で締結した「災害時における在宅要援護者のための特別避難場

所（福祉避難所）の協力に関する協定」に基づき、大規模災害時には地域の在宅要援護者を

緊急入所方式により受け入れます。 

 

３７．緊急時対応 

（１）ご利用者の容態が急変により生命に危険が生じた場合は、時間帯を問わず、１１９番通報

し、救急搬送を要請します。また、容態の急変状況、救急搬送先について、ご家族へ第一

報を入れます。 

（２）前（１）以外の容態急変の場合は、看護師は嘱託医師（内科・精神科）へ連絡し、指示を

仰ぎます。嘱託医師より医療機関受診の指示が発出された場合は、受診先の地域連携室へ連

絡し、受診を行います。また、嘱託医師の指示内容について、ご家族へ第一報を入れます。 

（３）前（２）において、看護師不在時間（１８：３０～翌８：３０）の場合は、介護職員は、

横浜市救急相談センター（♯７１１９または 045-222-7119）へ連絡し、指示を仰ぎます。医

療機関受診の指示が発出された場合は、施設送迎時間外のため、１１９番通報し、救急搬送

を要請します。また、指示内容、救急搬送先について、ご家族へ第一報を入れます。 

 

３８．衛生管理等 

（１）施設は、毎年度定期的に貯水槽の内部洗浄及び水質検査を実施して、飲用及び生活に供す

る水道水を衛生管理いたします。 

（２）施設は、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定めて、感染症等予防

対策に努めます。 

 

３９．虐待防止措置 

施設は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に則り、入所者の人

権の保護及び尊厳の保持並びに適切な入所者処遇、入所者に対する虐待行為、不適切なケアの防止

を目的として、別に定める「入所者虐待の防止への取組みに関する規程」に基づき実施します。 

 

４０．業務継続計画 

施設は、感染症、非常災害等の発生時において、入所者に対する施設サービスの提供を継続的に

実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継

続計画に基づき、必要な対応を実施します。 

 

 

４１．実習生の受入 

（１）施設は、介護福祉系専門学校等との協力関係において、介護福祉士の養成のために実習生を受
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入れる場合があります。 

（２）実習生は、施設職員の指導及び教育のもとで、ご利用者に対する直接処遇を行う場合がありま

すのでご承知置きください。 

 

４２．施設職員研修 

施設は、「教育研修に関する規程」に則り、職員の技能及び資質の向上を図るために、研修

その他必要な教育訓練を実施します。 

 

４３．掲示 

施設は、１階通路事務所側の壁に「介護老人福祉施設事業運営規程」並びに「指定介護老人

福祉施設重要事項説明書」を掲示して、サービス利用料金等の重要事項をお知らせします。 

 

４４．記録の整備 

施設は、介護記録、看護記録及びその他施設サービス提供記録を整備して、原則としてその

完結の日から５年間保存します。 

 

４５．第三者評価 

  実施状況：無 

 

附 則 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１２年６月１６日から施行する。 

この規程は、平成１２年１０月１日から施行する。 

この規程は、平成１２年１１月１日から施行する。 

この規程は、平成１３年１月１日から施行する。 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１４年７月１日から施行する。 

この規程は、平成１５年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成１７年１０月 1 日から施行する。 

この規程は、平成１８年４月 1 日から施行する。 

この規程は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

この規程は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

この規程は、平成２３年８月 1 日から施行する。 

この規程は、平成２３年１１月５日から施行する。 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２５年１０月８日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日より施行する。 

この規程は、平成２９年４月１日より施行する。 

 この規程は、平成３０年４月１日より施行する。 

 この規程は、令和元年１０月１日より施行する。 

 この規程は、令和２年３月１日より施行する。 

 この規程は、令和３年４月１日より施行する。 

 この規程は、令和３年８月１日より施行する。 

 この規程は、令和４年４月１日より施行する。 

 この規程は、令和６年３月１日より施行する。 

 この規程は、令和６年４月１日より施行する。 

 この規程は、令和６年６月１日より施行する。 

この規程は、令和６年８月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１－１ 
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介護保険給付の対象となるサービス料金 
 

多床室・サービス料金（日額） 

算定項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単 

位 

数 

1.介護福祉施設サービス

費(Ⅱ) 
589 659 732 802 871 

2.看護体制加算(Ⅰ)ロ 4  4 4 4 4 

3.精神科医師療養指導加

算 
5 5 5 5 5 

4.日常生活継続支援加算 36 36 36 36 36 

5.夜勤職員配置加算（Ⅰ）

ロ 
13 13 13 13 13 

6.合計単位数（1.～5.までの

合計） 
647 717 790 860 929 

8-1.利用者負担日額 

（負担割合１割） 
693 円 768 円 846 円 921 円 995 円 

8-2. 利用者負担日額 

（負担割合２割） 
1,387 円 1,537 円 1,693 円 1,843 円 1,991 円 

8-3. 利用者負担日額 

（負担割合３割） 
2,080 円 2,305 円 2,540 円 2,765 円 2,987 円 

 

 

注１） 「利用者負担日額」は、次の算式により得られた額とします。 

合計単位数×地域区分円換算率 10.72＝介護報酬基準サービス費 

介護報酬基準サービス費×利用者負担割合（１割・２割・３割）＝利用者負担日額 

 

注 2）利用者負担日額は概算の額です。実際の計算では端数処理の関係上、利用者負担額日額に

若干の相違が生じることがございます。 
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付表１－２ 

 

 

介護保険給付の対象となるサービス料金 

 

個室・サービス料金（日額） 

算定項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単 

位 

数 

1.介護福祉施設サービス

費(Ⅰ) 
589 659 732 802 871 

2.看護体制加算(Ⅰ)ロ 4  4 4 4 4 

3.精神科医師療養指導加

算 
5 5 5 5 5 

4.日常生活継続支援加算 36 36 36 36 36 

5.夜勤職員配置加算（Ⅰ）

ロ 
13 13 13 13 13 

6.合計単位数（1.～5.までの

合計） 
647 717 790 860 929 

8-1.利用者負担日額 

（負担割合１割） 
693 円 768 円 846 円 921 円 995 円 

8-2. 利用者負担日額 

（負担割合２割） 
1,387 円 1,537 円 1,693 円 1,843 円 1,991 円 

8-3. 利用者負担日額 

（負担割合３割） 
2,080 円 2,305 円 2,540 円 2,765 円 2,987 円 

 

 

注 1）「利用者負担日額」は、次の算式により得られた額とします。 

合計単位数×地域区分円換算率 10.72＝介護報酬基準サービス費 

介護報酬基準サービス費×利用者負担割合（１割・２割・３割）＝利用者負担日額 

 

注 2）利用者負担日額は概算の額です。実際の計算では端数処理の関係上、利用者負担額日額に

若干の相違が生じることがございます。 
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付表１－３ 

 

その他の介護保険給付の対象となるサービス加算 

加算項目 単位数 算定基礎 

1.若年性認知症入所者受入加算 120 １日につき 

2.入院・外泊時加算 246 １日につき（１月６日限度） 

3.初期加算 30 １日につき 

4.(1)退所前訪問相談援助加算 460 １回（限度１回） 

  (2)退所後訪問相談援助加算 460 １回（限度１回） 

(3)退所時相談援助加算 400 １回 

(4)退所前連携加算 500 １回 

5.経口移行加算 28 １日につき 

6.(1)経口維持加算Ⅰ 400 １月につき 

(2)経口維持加算Ⅱ 100 １月につき 

7.(1)口腔衛生管理加算Ⅰ 90 １月につき 

(2)口腔衛生管理加算Ⅱ 110 １月あたり 

8.療養食加算 6 １回（1 日につき限度３回） 

9.在宅復帰支援機能加算 10 １日につき 

10.認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 
１日につき（入所後７日限り） 

 

11.再入所時栄養連携加算 200 １回 

12.(1)褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 １月につき 

   (2)褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13 １月につき 

13.(1)排泄支援加算Ⅰ 10 １月につき 

  (2)排泄支援加算Ⅱ 15 １月につき 

   (3)排泄支援加算Ⅲ 20 １月につき 

14.外泊時在宅サービス利用加算 560 １日につき（１月６日限度） 

15.(1)科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 １月につき 

   (2)科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 １月につき 

16.自立支援促進加算 280 １月につき 

17.(1)ADL 維持等加算Ⅰ 30 １月につき 

   (2)ADL 維持等加算Ⅱ 60 １月につき 
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18.安全対策体制加算 20 入所時 1 回限り 

19.介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） サービス利用項目合計単位数の 100 分の 14 に相当する単位数（１月につき） 

 

注 1）「利用者負担日額」は、次の算式により得られた額とします。 

合計単位数×地域区分円換算率 10.72＝介護報酬基準サービス費 

介護報酬基準サービス費×利用者負担割合（１割・２割・３割）＝利用者負担日額 

 

注２）利用者負担日額は概算の額です。実際の計算では端数処理の関係上、利用者負担額日額に

若干の相違が生じることがございます。 

 

注３）上記「19.介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」の単位数は、算定した合計単位数に１００分の     

１４を乗じて得られた単位数となります。 
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付表２ 

 

ご利用者の全額負担となるサービスの料金 
 

ご利用者の希望または依頼により、次のサービスを提供いたします。 

（注１）年間を通じて毎月１回実施予定の行事食が対象となります。 

（注２）理容は調髪のみを行い、美容は行いません。 

（注３）協力病院併設薬局以外の薬局への往復が対象となります。 

（注４）介護職員が付き添います。 

（注５）現預金管理サービスの内容 

イ．ご利用者の小口現金をお預かりして管理いたします。 

ロ．上記イ．の出納管理については、「預かり金等規程」に則り、適正に行います。 

ハ．預り金は入出金の都度、入出金記録を作成して、その写しを毎月ご家族へご送付いた

します。 

二．小口現金の預け入れ及び入出金は、午前９時から午後５時までの時間帯で承ります。 

サービスの種類 サービスの内容 料金 算定基礎 

行事食 
四季折々の行事食を提供 

（注１） 実費 １食につき 

特別な食事 
特別な調製による食事を提供 

実費 １食につき 

理容 
理容師の出張理容サービス（月１回） 

（注２） 
1,000 円 １回につき 

健康管理 

インフルエンザ予防接種（年１回） 実費 

 

１回につき 

 

処方薬の受取代行（薬局への往復） 

（注３） 
200 円 １往復につき 

外出時の付添 
買い物、見学、趣味、娯楽等ご利用者

外出時の付添      （注４） 

付添料 1,000円 

交通費実費 
１時間につき 

現預金管理サービス 
ご利用者の小口現金を保管及び出納

管理          （注５） 
1,000 円 １月につき 

買い物代行 
ご利用者が用意する生活用品等の 

買い物を代行 

代行料 500 円 

交通費実費 
１回につき 

喫茶 軽食飲料を提供（月１回） 実費 １回につき 
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付表３ 

苦情解決体制 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情受付窓口：生活相談員 田中 喜美子 

苦情解決責任者：事 務 長 相馬  克之 

         第三者委員：武蔵中山台自治会会長 栂 野  宏 

第三者委員：三保町自治会会長 岩澤  武夫 

窓口電話番号：０４５－９３４－７１０１ 

利用者・家族 

苦情の受付 

苦情内容の確認 

解決のための話し合い 

慶 星 閣 

神奈川県社会福祉協議会（福祉サービス運営適正化委員会） 

④話し合い 

①申立 ②処理内容の調査 

③事情聴取 

⑤結果の伝達 

③事情聴取 

⑤結果の伝達 

⑥改善報告 

行政機関 

①申立 
⑦情報提供 

１次対応では当事者間で解

決を図る。 

２次対応では当事者に加え

地区社会福祉協議会等の苦

情処理担当者立会いのもと

解決を図る。 

①申立 

３次対応では当事者に加え地域社会福祉

権利擁護事業主体の運営監視委員等立会

いのもと解決を図る。 

苦情解決責任者 

苦情解決責任者 

苦情解決責任者 
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重要事項説明書              

私は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し「横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例（平成２４年１２月横浜市条例７０号。平成３０年４月１日施

行 ）」の規定に則り、本書面により重要事項の説明を行いました。 

 

                                  

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム慶星閣 

 

 

説明者職名氏名    生活相談員                     印 

 

 

 

  私は、本書面に基づく重要事項の説明を受け、異存がございませんので、指定介護福祉施設

サービスの提供開始に同意します。 

 

 

    ご利用者住所                            

    

 

    ご利用者氏名                           印 

 

 

 

   代理人住所                             

 

 

   代理人氏名                            印 

 

 

 

 上記のとおり、ご利用者様並びに代理人様の同意に基づき、指定介護老人福祉施設サービス重要

事項説明書を交付いたします。 

 

指定介護老人福祉施設サービス重要事項説明書 

 交付年月日 令和   年   月   日 


